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概要 

企業は、米国やその他の国によって課された関税を含む現在の貿易政策が会計及び財

務報告に与える影響を考慮する必要がある。関税は、政府によって課される税金の一形態

であり、通常は輸入品の価値の固定割合として課され、外国製品の輸入コストを増加させ、

国内製品と比較して競争力を低下させることを目的としている。 

関税は通常、製品の価値の割合に基づいているため、法人所得税としては会計処理さ

れず、資産の取得原価の構成要素の一部として会計処理される（例：棚卸資産、有形固定

資産）。本稿では、関税に関連する特定の会計及び財務報告に係る考慮すべき事項を解

説している。各国の貿易政策は常に変化していることから、企業は貿易政策の変化が与え

る潜在的な影響について注視することが肝要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
関税のIFRS会計
基準への影響 

重要ポイント 

▪ 企業は、現在の貿易政策や関

税が会計及び財務報告に与え

る影響を考慮する必要がある。

これには、関税リスクに関連す

る潜在的なリスク要因、財務業

績への重要なリスク、またはそ

の他の要因が開示に値するほ

ど重要かどうかを判断すること

が含まれる。 

▪ 企業は、これらの動向を注視し、

事業や財務報告に係る内部統制

への影響を判断する必要があ

る。 

 



2 関税のIFRS会計基準への影響 

重要な考慮事項 

将来の財務情報 

経営者は、財務諸表の作成に使用される予測及びその他の仮定に対する貿易政策及

び関税の影響を慎重に評価しなければならない。これには、関税が将来の財務情報に使

用されるキャッシュ・フロー予測にどのように影響するかを判断することが含まれる。企業

はまた、関税によって引き起こされる不確実性が割引率にどのように影響するかについて

も検討しなければならない。予測は様々な会計領域に一貫して適用されるべきであり（例：

公正価値測定、資産の減損テスト、繰延税金資産の回収可能性テスト）、関税を含む現在

の経済環境の影響を反映する必要がある。 

資産の減損 

関税は輸入品のコストを増加させるため、企業がこの上昇コストを顧客に転嫁できない

場合、非流動資産（例：有形固定資産、のれん）の帳簿価額を回収できない可能性がある

ため、IAS第36号「資産の減損」に基づいて減損の有無を評価しなければならない。不確

実性が高いほど、企業は予測に用いた仮定の詳細な開示、それらの基礎とした（できれば

外部の）証拠、及び主要な仮定の合理的な変動が減損損失の認識をもたらす可能性があ

るかどうか（感応度分析）を提供することがより重要となる。 

企業はまた、現在の経済状況が他の資産（例：棚卸資産（IAS第2号「棚卸資産」）、持分

法による投資（IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」）、繰延税金資産

（IAS第12号「法人所得税」））の回収可能性に影響を与えるかどうかを検討しなければな

らない。 

収益 

企業は、各関税の目的及び関税を支払う義務を生じさせる要因を理解する必要がある。

その理解に基づいて、関税コストを企業が実際に負担しているのか（すなわち、企業が責

任を負っているのか）、それとも顧客のために関税を支払っているのかを判断しなければな

らない。 

企業は、関税による既存の顧客との契約に生じた取引価格の変更が変動対価として会

計処理される必要があるか、もしくは契約変更として会計処理される必要があるかを検討

しなければならない。既存の契約に、関税の増加コストを自動的に顧客に転嫁できる法的

に強制可能な条項が含まれている場合、取引価格の変更は変動対価の見積りの変更とし

て会計処理され、一般的には契約開始時の配分方法と同じ方法により履行義務に配分さ

れる。関税による取引価格の変更が顧客との追加の交渉及び合意を必要とする場合、

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の契約変更の要求事項が適用される。すな

わち、事実と状況に基づいた検討の結果、契約変更は、独立した契約、既存の契約の終

了と新たな契約の締結、または既存の契約の一部のいずれかとして会計処理される。 

関税は、収益認識のために履行義務の充足状況を測定する際に、インプット法である原

価比例法（すなわち、発生したコストと総予想コストの比較）を適用する場合、一定期間に

わたり充足される履行義務の進捗度の測定に影響を与える可能性がある。 

金融商品 

融資取引を行っている企業は、関税が借手の債務返済能力に悪影響を及ぼし、減損損

失を引き起こす可能性があるため、IFRS第9号「金融商品」における期待信用損失（ECL）

の測定に関する要求事項を検討しなければならない。関税によって悪影響を受ける借手は、

借入契約への影響を考慮する必要がある。また、関税及び関連する不確実性は、金融商

品の公正価値にも影響を与える可能性がある。 



3 関税のIFRS会計基準への影響  

株式報酬 

現在の環境における重要な不確実性は、企業が従業員や類似のサービスを提供する

取引相手のインセンティブを維持するために、株式報酬の契約条件の変更を求められる可

能性がある。条件変更により公正価値、権利確定条件、または報酬の分類が変更された

場合、条件変更の会計処理を適用する必要がある。報酬が変更された場合、付与日にお

いて指定された権利確定条件（株式市場条件を除く）を満たさなかったために権利が確定

しない場合を除き、少なくとも、あたかも条件変更がなかったかのように当初の報酬に係る

費用を認識する必要がある。さらに、条件変更により報酬の公正価値が増加する場合、増

分公正価値が認識される。増分公正価値は、変更日から条件変更後の報酬の権利確定

日までの期間にわたって配分される。この期間は、条件変更前の報酬の権利確定期間と

は異なる場合がある。増分公正価値は、当初の報酬の公正価値と条件変更後の報酬の

公正価値の差であり、両方とも条件変更日に測定される。企業や従業員が権利確定期間

中に持分決済型の株式に基づく報酬を取消した場合、その取消しは権利確定の加速とし

て会計処理され、したがって企業は、権利確定期間の残りの期間にわたって受け取るサー

ビスに対して認識すべき金額を直ちに認識する必要がある。ただし、新しい株式が付与さ

れ、取消された株式報酬の代替として識別された場合、企業は、当初の株式の付与の条

件変更と同じ方法で、代替株式の付与を会計処理する。 

引当金及び偶発負債 

企業が関税を支払う規制上、法的、または契約上の義務を有する場合、その義務の金

額と支払時期（例えば、適用される関税率及び関税支払いの期限）は通常明確であり、不

確実性はない。この場合、関税に係る負債は一般的にIFRIC第21号「賦課金」に従って認

識及び測定される。一方、関税を支払う義務が発生したかどうか、または支払うべき金額

が不明確な場合（例えば、関税政策に曖昧さがある場合）、企業はIAS第37号「引当金、

偶発負債及び偶発資産」のガイダンスを適用して、潜在的な関税に係る負債を認識、測定

及び開示する必要がある。 

関税の導入が契約上の損失をもたらす場合、企業はその契約が不利であるかどうかを

検討する必要がある。契約による義務を履行するための不可避的なコストが、契約に基づ

いて受け取ると見込まれる経済的便益を上回る場合、契約が不利であると判断される。企

業が不利な契約を有する場合、IAS第37号は企業に対して、その契約に基づく現在の義

務を引当金として認識及び測定することを求めている。IAS第37号は、契約が不利または

損失をもたらすかどうかを評価する際に企業が含める必要があるコストを特定している。 

後発事象 

報告期間末時点には存在していない状況（すなわち、その後に発生した事象）に関する

証拠を提供する後発事象は、財務諸表に認識されない。報告期間末日より後に課されるま

たは修正される関税は、修正を要しない後発事象である。ただし、そのような修正を要しな

い後発事象は、財務諸表利用者が誤解を招かないような開示が必要となる場合がある。

そのような開示には、当該事象の性質と財務上の影響の見積り、又はそのような見積りが

不可能である旨の記述が含まれる。 



 

 
 
 
棚卸資産 

IAS第2号は、企業が棚卸資産を原価と正味実現可能価額（NRV）のいずれか低い方で

測定することを要求している。関税が棚卸資産の購入原価を増加させ、企業がその高い

購入原価を顧客に転嫁できない場合、棚卸資産をNRVまで減額する必要があるかもしれ

ない。仮に翌事業年度にNRVが増加した場合、企業はこの減額を戻し入れる。ただし、企

業が認識する利益の額は、当初の原価を超えてはならない。 

財務諸表の開示 

財務諸表の開示は、関税を含む現在の経済環境の影響の大きさ、期間、性質、及び開

示に必要な情報の入手可能性に基づいて異なる。 

IAS第1号「財務諸表の表示」は、報告期間の末日時点における将来に関する仮定や、

見積りの不確実性のその他の主要な発生要因のうち、翌事業年度の資産及び負債の帳

簿価額に重要な修正をもたらすリスクに関する情報を開示することを求めている。企業は

また、見積りを伴う判断とは別に、経営者が会計方針を適用する過程で行った判断のうち、

財務諸表に認識された金額に最も重要な影響を与えているものを開示する必要がある。

さらに、経営者は、継続企業の前提が適切であるかどうかを含む、企業が継続企業として

存続できる能力を評価し、年次及び期中報告期間の両方に関連する開示を行う必要があ

る。当該評価に関して、関税を含む現在の経済環境を考慮する必要がある。 

 

弊法人のコメント 

現在の関税を含む経済環境を考慮すると、企業は事業及び財務報告に関連する影

響を継続的に評価し、重要な影響に関する開示を提供するとともに、状況の変化に応じ

て開示を更新する必要がある。企業は、開示において定型文を使用することを避け、財

務諸表利用者が経営者の視点から現在及び予想される経済環境の影響を評価できる

ように、具体的でカスタマイズされた情報を提供すべきである。 
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